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議 事 録 

会議名 第１３２回杉並区都市計画審議会 

日 時 平成17(2005)年４月12日（火）午前10時から12時 

委 員 

〔学識経験者〕 黒 川・＊＊＊・村 上・＊＊＊・＊＊＊ 

〔区   民〕 田 木・徳 田・武 井・中 村・大 村・ 

        栗 原・大 原 

〔区議会議員〕 田 中・田 代・横 山・本 橋・山 崎・ 

        木 梨・伊 田 

〔関係行政機関〕 古 家・石 田 

出

席

者 

説明員 

〔政策経営部〕 ＊＊＊ 

〔危機管理室〕 防災課長 

〔区民生活部〕 ＊＊＊＊＊＊ 生活経済課長 

〔都市整備部〕 都市整備部長、土木担当部長、 

        まちづくり担当部長、都市計画課長 

        調整担当課長、まちづくり推進課長、 

        拠点整備担当課長、住宅課長、建築課長 

        土木管理課長、建設課長、交通対策課長 

        維持課長、公園緑地課長、緑化担当課長 

        生活道路整備課長 

〔環境清掃部〕 環境清掃部長 環境課長 

申 請 ３６名 傍

聴 結 果 ３６名 

配付資料 

■郵送分 

１．三井高井戸計画について 

２．放射第５号線について 

３．まちづくり専門部会について 

４．生産緑地地区の動向について 

５．「都市計画公園・緑地の整備方針」の策定について 

６．（仮称）天沼三丁目公園について 

７．緑化施策の動向について 

■席上配布 

なし 



議事日程 

１．審議会成立の報告 

２．開会宣言 

３．署名委員の指名 

４．傍聴申出の確認 

５．議題の宣言 

６．議 事 

（１）報告 

ア．三井高井戸計画について 

イ．放射第５号線について 

ウ．まちづくり専門部会について 

エ．生産緑地地区の動向について 

オ．「都市計画公園・緑地の整備方針」の策定について 

カ．（仮称）天沼三丁目公園について 

キ．緑化施策の動向について 

７．事務局からの連絡 

（１）次回の開催予定 

８．閉会 

 

発言者 発 言 内 容 

都市計画課長   定刻になりましたので、会議の開催をお願いいたします。本日は、○○委員、

○○委員、○○委員、３名の委員の方から所要のため欠席とのご連絡をいただ

いてございます。したがいまして、都市計画審議会全２１名の委員のうち１８

名の委員が出席されておりますので、第１３２回杉並区都市計画審議会は有効

に成立しております。 

会  長     それでは、ただいまから第１３２回杉並区都市計画審議会を開催します。 

審議に先立ち、事務局から報告がございますので、お願いします。 

都市計画課長   では、初めに事務局から４月１日付けの組織改正及び人事異動につきまして

ご報告いたします。 

 まず、組織改正でございますが、幹事の建築担当部長の職名がまちづくり

担当部長に変更となり、建築課のほか、まちづくり推進課、拠点整備担当課を

担当することとなってございます。なお、まちづくり担当部長は鳥山が担当い

たしますので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、説明員に異動がございましたので、ご報告いたします。住宅

課長の皆川が環境清掃部環境課長に異動し、新たに区民生活部文化交流課長の

黒瀬が住宅課長となりました。 

 土木管理課長の宍戸につきましては定年退職となりまして、新たに杉並区 



発言者 発 言 内 容 

スポーツ振興財団事務局長の秋葉が土木管理課長となりました。 

 生活道路整備課長の平和につきましても定年退職となりまして、新たに審

査担当課長の山口が生活道路整備課長となってございます。 

 なお、組織改正に伴いまして、審査担当課長は廃止され、生活道路整備課

は土木担当部長の担当となりました。また、都市整備部に調整担当課長を新設

することといたしまして、新たに環境清掃部ごみ減量担当課長の佐々木が調整

担当課長となってございます。 

 先ほどご紹介いたしましたが、環境課長に皆川が就任いたしまして、環境

課長でした玉山は杉並清掃工場長として清掃一部組合に派遣となってございま

す。 

 新しいメンバーはお手元の座席表をご参照いただければと思います。 

 以上、ご報告させていただきます。今後ともよろしくお願いいたします。 

会  長     我々からもどうぞよろしくお願いします。 

 それでは、本日の会議記録の署名委員を指名いたします。横山委員にお願 

いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 本日の傍聴の申出のほうはいかがですか。 

都市計画課長   本日、○○さんほか３０名、３１名の傍聴の申し出がありましたことをご報

告いたします。 

 また、本日、傍聴人の○○さん、○○さんから会議をテープ録音したい旨

の許可願が出されてございます。 

会  長     事務局からの報告で、会議のテープ録音をしたい旨の許可願が出されていま

すが、もう公開しているので、録音を許可してもよろしゅうございますか。 

（異議なし） 

会  長     録音は許可するものといたします。どうぞおとりください。 

 それでは、まず事務局から本日の議題の宣言をお願いします。 

都市計画課長   本日の議題は報告事項が７件で、審議案件はございません。報告事項といた

しまして、「三井高井戸計画について」、２つ目が「放射５号線について」、３

つ目が「まちづくり専門部会について」、４つ目が「生産緑地地区の動向につ

いて」、５つ目が「『都市計画公園・緑地の整備方針』の策定について」、６つ

目が「（仮称）天沼三丁目公園について」、７つ目が「緑化施策の動向につい

て」、以上７件でございます。 

 本日の議題にかかわる資料につきましては、お手元の配付資料一覧でご確 



発言者 発 言 内 容 

認いただきたいと存じます。 

会  長     資料について、特に問題ございませんか。 

 それでは、議事に入りたいと思います。では始めに、「三井高井戸計画につ

いて」の説明をよろしくお願いします。 

まちづくり推進課長 それでは、私から「三井高井戸計画について」報告させていただきます。 

 お手元の資料をご確認願いたいと思います。「三井高井戸計画について（報

告）」とございます。それと資料１と資料２がございますので、ご確認願いま

す。資料１が「（仮称）高井戸計画街づくり構想」、これは事業者が作成したも

のでございます。資料２は平成１７年２月１２日に杉並区が地元説明会をした

時の資料でございます。よろしいでしょうか。 

 それでは、資料に基づきまして説明させていただきます。 

 最初にＡ４のほうをごらんください。「三井高井戸計画について」の報告で

ございます。 

 本計画は、三井上高井戸グランド、約８.３ha を今年の９月末で閉鎖しまし

て、三井不動産株式会社が住宅地、集合住宅と戸建て住宅に転換を予定してい

るものでございます。本計画地を南北に走る都市計画道路、補助２１５号線、

幅員１６ｍがございます。今、映像で出ておりますが、南北に走っております

補助２１５号線が１６ｍでございます。これの取り扱いや外周道路の整備、そ

れから敷地西側の樹林、「三井の森」に代表される貴重なみどりの保全、さら

に広域避難場所としてのオープンスペースの確保等をいかに計画に反映させる

か、整備計画とのバランスを図るかが課題となってございます。このため、引

き続き事業者をはじめ、東京都等関係機関と協議をしていくものでございます。 

 まず１番、本計画地の位置でございます。位置は今、映像で見ていただき

ますように、浜田山駅の近く、歩いて５分ぐらいの所で、杉並区高井戸東一丁

目２８番、３１番街区にございます。赤で囲まれた区域がその計画地になって

ございます。 

 交通でございますが、京王井の頭線の浜田山駅から徒歩４分、赤い部分の

面積が約８.３haございます。 

 所有者は三井不動産株式会社でございます。 

 現況は福利厚生施設、「三井上高井戸運動場」として利用されているもので

ございます。 

 それから都市計画でございますが、現在、用途地域が第一種低層住居専用 



発言者 発 言 内 容 

地域になってございます。北側、それから南側と書いてございますが、映像

で見ますと藤色の太い線が区画整理の線、今のところがギザギザの形で区画整

理の区域がございまして、その計画地の区画整理を跨ぎまして、その区画整理

の線の上側が北側、線の下側が南側ということになってございます。北側につ

きましては、現在、容積率１００％、建ぺい率が５０％となってございます。 

 それから区画整理の中でございますが、杉並南部土地区画整理事業施行区

域になってございます。こちらは容積率が６０％、建ぺい率が３０％というと

ころでございます。 

 また、先ほどご説明しました、都市計画道路の補助２１５号線、幅員１６

ｍが南北に走ってございます。 

 恐れ入りますが、裏面の次のページを見ていただきたいと存じます。２で

ございます。これは事業者の意向ということで、①が土地利用でございます。 

宅地約５.１ha、約６０％のところに集合住宅を約６５０戸計画しておりま

す。これは先ほどの計画地の北側の位置になります。それから戸建て住宅

約５０戸が計画地の南側に予定されております。 

 それから都市基盤施設等でございますが、内容的には先ほどの都市計画道

路、補助２１５号線の整備、また、区画街路、公園、緑地、それと緑道、これ

はみどりを配した敷地内通路を示してございますが、そういった都市基盤施設

の面積が約３.２ha ございます。敷地面積全体の約４０％に該当するわけでご

ざいます。 

 ②が広域避難場所としての認識と機能強化ということで、基本方針としま

しては、柏の宮公園などと連携し、災害に強い、開かれたまちづくりを目指す

ということになってございます。 

 ③でございますが、スケジュールとしましては、平成１７年から１８年に

かけまして、都市基盤の整備、平成１８年から平成２０年につきましては建物

の工事ということになってございます。 

 大きな３番でございますが、区の対応方針としましては、まちづくり基本

方針に基づきまして、まとまったオープンスペースを備え、周辺環境と調和し

たみどり豊かな住宅地の形成を目指すということになってございます。 

 ①でございますが、その大きな具体的な内容につきましては、三井の森や

南側の崖線緑地等、みどりの保全に努めるということでございます。 

 ②でございます。これは土地区画整理事業による適切な都市基盤の整備と 



発言者 発 言 内 容 

いうことでございます。 

 ③でございますが、魅力ある駅周辺の景観・にぎわいづくりへの貢献とい

うことになってございます。 

 ④としまして、広域避難場所の機能の維持となってございます。 

 次に大きな４番ですが、整備手法の方針でございます。事業者の開発意向

を受けまして、区として整備手法について検討を行った結果、土地区画整理事

業を施行すべき区域であるということから、また、事業者のみどりの保全に関

する計画をさらに充実したものとさせること等から、次の手法を考えておりま

す。 

 ①でございますが、土地区画整理事業、これは個人施行によって基盤整備

を図るものでございます。 

 ②でございます。地区計画、これは絶対高さ制限、壁面後退、敷地面積の

最低限度等の規制をかけまして、より良好な住宅市街地の形成を図るとともに、

周辺環境に十分な配慮を行い、用途地域を変更するものでございます。 

 ③でございますが、用途地域を以下のとおり変更します。区画整理の南側、

これは杉並南部土地区画整理事業を施行すべき区域ということになってござい

ますが、土地区画整理事業の施行及び近隣地域との整合性を踏まえ、第一種低

層住居専用地域、容積率１００％、建ぺい率５０％に変更するものでございま

す。これはここだけでなく、区画整理全体にかかわることでございまして、杉

並南部土地区画整理事業施行区域の中の市街地整備計画との整合性を図りなが

ら、容積率１００％、建ぺい率５０％に変更するものでございます。 

 また、北側でございますが、身近な生活拠点として位置づけられている、

浜田山駅周辺とのつながりを考慮しまして、本計画地北側を第一種中高層住居

専用地域、容積率１５０％、建ぺい率６０％に変更するものでございます。こ

れは先ほどの都市基盤整備として都市計画道路、公園、緑地、そういったもの

を生み出し、減歩ということで公共に提供することから、それに見返る見直し

を考えたものでございます。 

 次のページをごらんいただきたいと思います。 

 ５番目、土地区画整理事業の指導方針でございます。本計画地は南側が土

地区画整理事業を施行すべき区域であるということから、北側を含めた全体に

ついて、事業者が個人施行の土地区画整理事業を行うものでございます。 

 土地区画整理事業を施行するに当たりまして、区として次の点を指導して 



発言者 発 言 内 容 

いくものでございます。 

 ①でございますが、これは外周の道路でございます。映像で見ていただき

ますと、ちょうど今、赤いところが示しております外周道路、これは幅員６ｍ

以上の区道とすること。 

 ②、東西通り抜け道路、幅員６ｍを適正な間隔で配置することとなってお

ります。今、桜が咲いておりますが、特に桜のプロムナードの路線につきまし

てはしっかり位置づけがされております。また、土地区画整理事業を施行すべ

き区域の境目がございますが、そういった境界を明示することを指導していく

ことになってございます。 

 ③でございますが、幅員１６ｍの都市計画道路がございます。これを区道

として、上下２車線の車道として整備することを基本といたしますが、計画に

即した線形とするとともに、路盤高さの調整や擁壁の設置等、将来の計画に支

障がないように配慮することということになってございます。 

 ④でございますが、戸建てゾーンについては道路線形を含め、別途協議す

ることとなってございます。 

 ⑤の西側樹林、「三井の森」及び南側の崖線緑地、神田川に沿ったほうの南

側の崖線緑地は、現状のまま維持することとなっております。 

 ⑥の地区計画による建築物に関する制限につきましては、別途協議するこ

とになっています。 

 ⑦でございますが、事前に警察・消防との協議をすること、以上７点につ

いて土地区画整理事業の指導方針が定められております。 

 それから６番目でございます。これは事業者による説明会、資料１でござ

います。この資料１に基づきまして、事業者が地元の方々にご説明をいたしま

した。 

 まず１回目は、平成１６年１２月１９日の日曜日に浜田山会館で、参加者

は記載のとおりになってございます。 

 第２回目が平成１７年１月３０日、これも日曜日でございますが、浜田山

会館で開催されております。参加者も記載されたとおりになってございます。 

 資料１をご覧になっていただきたいと思います。「（仮称）高井戸計画街づ

くり構想」ということになってございます。１枚めくっていただきますと、こ

の資料は、杉並区まちづくり基本方針に基づきまして構想されたものでござい

ます。そういった区のまちづくり方針に基づいた計画がここに具体的になって 



発言者 発 言 内 容 

おります。 

 まず、場所の説明ですが、「計画地の概要」ということで、先ほども映像で

ご覧いただきましたが、ここにも計画地の概要が載っております。浜田山駅か

らの場所、赤い部分が今回の計画地でございます。近くには柏の宮公園、それ

から塚山公園、真ん中の水色の部分に神田川が流れております。こういった場

所でございます。 

 また、「計画地の歴史」ということでございますが、ここは三井不動産株式

会社が昭和８年に用地取得しております。その後、昭和１１年に三井上高井戸

運動場が開場ということになってございます。昭和２０年に終戦を迎えまして、

昭和３６年、浜田山プールの落成式ということが記載されております。昭和

４３年に高井戸中学校に敷地を売却している経過もございます。また、昭和

５９年に高井戸中学校の増築用地として、西側樹林地の一部も売却されており

ます。現在、上高井戸運動場として利用中でございます。下のほうには現在の

状況、グランド中央の桜並木、南側崖線の緑、西側樹林地、北側ケヤキ並木、

こういったものが写真になっております。 

 次のページでございます。これは「街づくりの方向性」ということで、土

地区画整理事業によるまちづくりの基本方針が書かれております。「緑の保全

と維持」ということでは、「敷地内の緑の風景を次世代へ残す」という基本方

針になってございます。具体的にみどりの保全と維持する場所がここに書いて

ございます。敷地の西側樹林、これが「三井の森」ということになりますが、

緑地として保全する。それから南側崖線の緑、これも緑地として保全する。そ

の他、外周のケヤキ並木と、グランドの真ん中にございます、桜の並木歩道と

か、桜、モミジ等の遊歩道についても保全していくということでございます。

合計しますと、約３万６,０００㎡でございます。敷地全体に対して約４割以

上がそういった緑を保全するということになってございます。 

 次に「都市基盤施設の整備」でございます。グランドとして閉鎖されてい

た空間に、地域の利便性や快適性の向上と、街の利用に供する都市基盤を整備

するということでございます。敷地の中に東西の３本と南北の都市計画道路の

通り抜け、南北の通路につきましては、都市計画道路を暫定的に整備していく。

東西の通り抜けについては、地域の皆さんが自由に通り抜けできるような通路、

みどりのネットワークを形成する基軸、それと東西の動きを補完する通路、こ

ういったことと外周遊歩道、歩行者の通路を考えております。そういったまち 
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の利用に供するような緑地として保全をしていきたいという基本的な方針で

ございます。 

 次に、「周囲の街並との調和」ということでございますが、周辺との街並に

対して、調和と融合を図るということで、北側部分が集合住宅ゾーン、真ん中

が戸建てゾーンということで、それぞれみどりの保全をする部分が「三井の

森」、それから南側の崖線緑地となっています。 

 最後のページでございますが、これは「新たに生まれる街のイメージ」が

書かれてございます。北側立面イメージ、東側遊歩道イメージ、東側立面イ

メージ、こういったものが書かれております。宅地は先ほどご説明いたしまし

たので省略いたしますが、広域避難場所としての認識と機能強化、基本方針と

しては閉鎖型であった当グランドを開放的な街にしていく、それと柏の宮公園

と連携した防災に強い街づくりをということになってございます。 

 機能強化の対応策として、敷地内のオープンスペースを十分確保する。西

側樹林地、南側崖線緑地、北側広場、それから敷地周辺への建物開放性を確保

するということでございます。そういったことで、地域に配慮した防災用の備

品を準備するようなことも対応策と考えられております。 

 スケジュールにつきましては、先ほどもご説明しましたので省略させてい

ただきます。 

 次に最初に戻りまして７番でございます。これは区による地元説明会及び

周辺住民への周知方法でございます。資料２でございますが、今年の２月

１２日の土曜日ですが、高井戸中学校で開催しました。参加者は記載のとおり

でございます。周知方法としましては、広報すぎなみ２月１日号、それから近

隣の方には、本計画地から約５０ｍの範囲にチラシを配布しております。 

 資料２をご覧いただきたいと思います。資料２に「三井上高井戸グランド

周辺まちづくり」ということで、地元説明会を開いた時の資料でございます。 

 ④をご覧いただきたいと思います。今回の地元説明会を開催した目的をこ

こに記載させていただいております。 

 ①は区と事業者による協議についての報告でございますが、三井上高井戸

グランドの事業者による住宅計画の提案が区に出されました。そして区が取得

できない理由をここに書かせていただきました。（１）は事業者自ら土地利用

転換計画を持っており、区に譲渡する意思がないということでございます。 

 （２）は大規模な区立公園の配置とか財政状況から取得ができない。今、 
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取得することが現実的ではないということをここに説明させていただきまし

た。 

 区では提案を受け、まちづくり基本方針に基づきまして、住宅計画につい

て検討し、関連機関及び事業者と協議しているということでございます。これ

までの協議を踏まえ、区の考え方について説明をするというのが、開催の大き

な趣旨でございます。 

 それから、地元説明会開催の目的の中の２番目、⑤でございます。これは、

当計画に対する地域の関心が非常に高いということと、正確な情報提供が必要

であろうということから、地元説明会を開催したところでございます。 

 最後になりますが、２１番のところを見ていただきたいと思います。これ

が「みどり豊かな良好な住宅地計画の誘導手法」ということで、前提条件とし

ましては、「三井の森」や崖線緑地などの緑を保全すること、土地区画整理事

業による適切な都市基盤の整備、魅力ある駅周辺の景観・にぎわいづくりへの

貢献、避難場所の機能維持への貢献があります。そういった前提条件での誘導

イメージとしまして、計画地の北側につきましては、まとまったオープンス

ペースを備え、周辺環境と調和ある中高層住宅をイメージしております。 

 具体的な誘導手法の考え方でございますが、地区計画による周辺環境に配

慮した建築の高さ規制、壁面後退の確保等でございます。第一種中高層住居専

用地域への変更を考えております。 

 また、計画地の南側でございますが、これはみどりがネットワークされた

ゆとりのある低層住宅地ということになってございます。 

 誘導手法の考え方としましては、同じく地区計画による敷地面積の最低限

度規制や緑化誘導等がございます。第一種低層住居専用地域を維持しつつ、建

ぺい率、容積率を見直し、みどり豊かな良好な住宅計画を誘導する手法になっ

てございます。 

 最後に、お手元の最初の資料の８番でございます。今後のスケジュールに

つきましては、周辺住民への対応、事業者及び関係機関との協議が順調に推移

した場合、地区計画等に関する都市計画決定などの手続きを年内に行う。また、

土地区画整理事業についても年内に事業認可の予定でございます。 

 以上でございます。 

会  長     どうもありがとうございました。 

 では、この報告についてご質問、ご意見がございましたら、どうぞ。 
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委  員     今の計画を伺って、私も浜田山に三十数年住んでおりますので、あの辺の道

路の状況等は何となくわかりますし、それから地元の方より、この計画に対し

て大変な心配が私のほうにも寄せられております。 

 そこで、まずお聞きしたいのは、このような区の計画を立てるのに、住民

説明会が今年の２月１２日に高井戸中学校で行なわれ、私もその説明会に出さ

せてもらいましたが、このような計画について、説明会というよりも、近隣住

民の皆さん方の意見、区のこのような計画が出たという説明ではなく、このよ

うな計画が三井から出されているが、近隣住民の皆さんはどうお思いですか、

という手続きをされたのかどうか、この辺をまずお聞きしたいと思います。 

まちづくり推進課長 今の委員のご指摘でございますが、皆さんからいろいろとご意見が出され

ておりますので、そういったことを今、意見ということで集約しております。

ですから、その意見についても十分お伺いしているということでございます。 

委  員     今後のスケジュールにも「周辺住民への対応」と書かれております。自治基

本条例の精神ではないけれども、住民の皆さま方、そこにお住まいの方達のあ

る程度の理解と納得、そのようなものがないままに、三井の説明会、区の説明

会を聞いておりますと、なにかまだ十分理解がされていないし、不安があの一

帯に満ちあふれているのではないかという感じを、特に近隣の方々はお思いに

なるのではないかということで、私のほうにも声が寄せられております。 

 区では今後、そのようなものを尊重しながら、近隣住民の皆さま方の不安

がある中で、このような計画を決定するということは、区の自治基本条例やま

ちづくり基本方針からしてもどうなのかと思うのですが、区の見解をお聞かせ

いただきたいと思います。 

まちづくり推進課長 今の委員のご指摘のとおりでございまして、私どもとしましても、皆さん

のご意見、今、区のほうに要望がメールでも非常に来ておりまして、そういっ

たメールにつきましても、ひとつひとつお答えしているところでございます。

また、どうしても直接お話を聞きたいという方もいらっしゃいまして、そのお

話も、我々担当といたしましては、十分説明をしているところでございます。 

 また、今回は情報の提供という説明を先ほどしましたが、具体的な計画が

詰まりましたら、地元説明会等を考えていく所存でございます。その中で住民

の皆さんのご意見を尊重しながら進めていきたいと考えています。 

委  員     今、入り口の段階のところで、区民の皆様方のそういう不安のない状況に

なった時に計画を立てていくということを私も要望しておきます。 
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 それと、みどりを守るために建ぺい率、容積率を緩和していくということ

ですが、既存の建ぺい率、容積率のままで８.３ha の中に建てた場合、どれだ

けの面積のものがあの敷地一帯の中に建つのか。 

 まず、これと、それとを比較して、今度、区が今、説明のあった形で容積

率を緩和した場合、どれだけのものが、容積率の比較ですよね。その辺のとこ

ろがわかればお聞かせいただきたいと思います。 

都市計画課長   ただいまの容積率についてのお尋ねでございますが、先ほどご説明いたしま

したように、南側につきましては、現状において６０％、北側につきましては

１００％という数字でございます。ただ、区画整理を全面的に行いますと、区

画整理の中では建ぺい率５０％に１００％の容積率が認められておりますので、

区画整理をすれば、その数字は変わってくるということでございます。 

 今回、考えております北側について用途を変え、容積を少し増やそうとい

うのは、先ほど話しましたように、既存の樹林地をそのまま守るということで、

その分を北側のほうに乗せようという考え方でございます。ですから、今、あ

の土地が持っている、既存のポテンシャルというのは、区画整理前のポテン

シャルでございますから、確かに数字的には少ないのですが、区画整理をき

ちっとすれば、先ほどお話ししたように５０、１００という数字になります。

それをベースにして、その中であの樹林を守るためにどうしたらいいかという

ことで、先ほどお話ししたような計画を事業者としては考えていると。私ども

もまず、それに沿った形で協議に応じているということでございます。 

委  員     私がお聞きしたのは、簡単に言うと例えば、８.３ha の容積率で５０％とい

うことになれば、２階建てで建つのかな。８.３ha になるということですよね。

今、私がお聞きしたのは、今の用途の中で、もし、三井が地区計画等を抜きに

して開発した場合、何㎡ぐらいのものが建つのか。それとも区が今回、緩和し

たら、容積率がかなりプラスになってしまうということは、地区計画そのもの

が三井に便宜を図っていると言っても過言でない計画になっていると周りから

言われても仕方ないのではないかと。 

 ですから、どれだけの容積率に緩和した場合、今の開発したままの容積率

よりもむしろ下回らなくてはおかしな話ですよね。ここで緩和する方針が出さ

れたわけですから、その辺の具体的な数字をお聞かせいただきたいということ

です。 

都市計画課長   緩和ということではなく、区画整理が出来た暁には、容積率が全面的に 
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１００％というものが認められているわけでございます。１００％というこ

とは、道路や公園等を除けば別ですが、平たく言えば８.３ha の床面積が認め

られると。大ざっぱに言えばですが。実際はもっと低いのですが、それを上

回らないような形、それを下回るような形で容積の積みかえをしているとい

う考え方でございます。ですから、それを超えて、ここだけ特別に緩和をし

ようということではなく、全面を平たく開発した時の容積率以下にしようと

いうことで、今、計画を協議しているところでございます。 

委  員     それで、区画整理をすれば５０％になると。何もしなければならないわけで

すから、その辺は区画整理が前提ではなく、ここの緑をどうして守っていくか

という、その方針に従って、もし、三井がどうしてもやりたいということにな

れば、そこで折り合いをつけながら区に有利な形、住民にとって有利な緑を守

るという形で誘導していくのが区の行政というものではないかと思うのですが、

いかがでしょうか。 

 端的にその面積、今、建ぺい率３割のところもあれば、５割のところもあ

りますから、そこで何㎡ぐらい建つのか、今度の計画では容積がどれぐらいな

のかというその数字、動かぬ数字を聞かせてほしいということです。それなら

比較ですぐわかりますから。 

都市計画課長   細かな数字については今、手元に持ってございませんが、説明させていただ

きますと、確かに南側のところにつきましては、今は容積率６０％でございま

すが、このエリアについては、区画整理をすべき区域というエリアに位置づけ

られておりますので、本来は区画整理をしなくてはいけない区域でございます。

区画整理をきちっとした暁には、そこの容積率を１００％まで認めようという

のが東京都のガイドラインでございます。 

 もともと、このあたりは昔の都市計画法に基づいた緑地地域というエリア

で、１割までの建ぺい率しか認められていなかったところです。それが戦後の

住宅難の中で家がどんどん建ち、それが実質的に守られてこなかったというエ

リアでございます。ですから、そういうエリアについては区画整理をきちっと

施行し、良好な町にして、初めて他の地域と同じような容積率にするというの

が東京都のガイドラインでございます。それに基づいて今、三井は考えている

わけでございます。 

 ですから、決してその域を超えることなく、その中で緑を残すためにはど

のようにしたらいいのかということを、先ほどご説明したような計画で協議し 
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ているところでございます。決してこの場所だけ特別に緩和するということ

ではございません。ですから、区画整理さえ終われば、そういう数値が得られ

ますので、それは事業者が区画整理をしたいということであれば、区画整理を

すべき区域ですから、当然、行政とすれば区画整理をきちんとやってください

という形で計画を進めていくのが当たり前なのかなと考えてございます。 

委  員     東京都のガイドラインはそうであっても、区は区の計画、今の状態を見た時

に、やはり緑を守っていかなくてはいけないという、基本の方針はあると思う

のです。ですから、そこのせめぎ合いではないですが、やはり、そういう区の

立場でやる必要があるのではないかと。これは意見です。 

 それと、私が今、住んでいる家の前に、よく調べたら三井不動産が２４戸

のマンションを造っているのです。２４戸造ると言っても、大型車両は入って

くるし、住宅地でこれは大変だなと。現実的に今、始まっているのですが、あ

の住宅地の中で７００戸の住宅を実際に建てる場合、大型トラックとか、町が

どうなってしまうのかなと。自分の目の前の２４戸のファミリーマンションを

建てるだけでも大変な事態なのに、あそこの狭い道路、三井のところを広げた

ために、あそこへ行く大型車両が浜田山公園のところを曲がってくるのか、ど

こへ入ってくるのか。 

 今、開発している日産の大きな工場跡地にしろ、青梅街道に面している。

それから、旧高井戸警察署があったところも大きなマンションを造っているけ

ど、井の頭通りに面している。それから、高井戸駅の南側にある高井戸団地の

都営住宅も環八にほとんど面している。そうではないところでこれだけの－－

先ほどの三井の計画からいけば２年間ぐらいで工事するということでしょう。

２年か３年です。そうすると、おびただしい数の大型ダンプや、どのくらいの

車両がそれだけの容積からして何千台、何万台の重量車両が入ってくるのか。

その辺のところも想定した上で、現実的に考えてもらわないと、そこに住んで

いる人たちは大変な迷惑を被るのではないかと思うのです。 

 それと、もうひとつは、緑を守ると言っても、緑を提供させるのか、「三井

の森」と言われたものの所有者は誰なのかと。所有者は自分のものだから、自

分で勝手に残っている緑を守って、勝手にやってしまおうということだとどう

なのか。区が所有していれば、区が公園として緑を守って管理することはでき

ると思いますが、所有が三井のままでは、いろんな手法を使ってやるけれども、

それが後々、５年、１０年、２０年先には緑がどうなってしまうのかという住 
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民の皆さんのご心配がありますので、その辺のご見解もお聞かせいただきた

いと思います。 

都市計画課長   まず、緑に対してどのように区は考えているのかということでございますが、

都市マスタープランをご覧いただきましても、この部分はみどりの拠点という

位置づけを私どもはしています。柏の宮公園、塚山公園等々、このグランドも

含めまして、みどりの拠点という扱いをしてございますから、何をするにして

も、緑の保全ということは第一義に考えてほしいと、事業者の方には最初から

厳しく申し上げてございます。そういう観点で緑を残すためにはどうしたらい

いのかということで、先ほどご説明したような容積の積み直しといいますか、

そのようなことを考えているわけでございます。 

 それから、工事のお話でございますが、ここのところにつきましては、確

かに道路事情があまり芳しくないという状況がございます。それは私どもも

重々、認識してございます。どのようにして地域の方々に迷惑をかけないで工

事が出来るかということがこれからの大きな課題であると認識してございます

から、事業者ともその辺を今後、十分詰めていきたいと思ってございます。 

 それから、緑の扱いがどうなるのか、緑を守る、保全すると言っても、将

来的にどうなるのかというお話でございますが、今、私どもは、例えば「三井

の森」につきましては、将来的に区の緑地にしたいと考えてございます。そう

いったことで事業者と概ね話がついているということでございます。 

 それから、「三井の森」については、いわば提供公園プラス、この地域の緑

を残すという意味合い、二重の意味から公共用地として担保していきたいとい

うのが私どもの考え方で、事業者もそれについては内々、了解をしているとい

うことでございます。 

委  員     地元でさまざまな問題で不安が渦巻いております。この三井の計画、昨年の

５月頃、区にお話があったということを伺っておりますけれど、これだけの大

事業をやるのにまだ１年も経っていない状況の中で、そういう地元住民の皆

さんの不安がありますので、区は地元の皆様方、特に近隣住民の皆様方の意向

を十分、踏まえてやっていただきたいと要望して、私は終わります。大変長々

と恐縮でございました。 

委  員     それでは、簡潔に質問させていただきます。 

 この区内計画については、杉並区のまちづくり基本方針に沿って、近年の

中では良く出来たものであると私は思っています。しかし、わからないところ 
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が幾つかあるものですから、質問させていただきます。 

 まず、通常の開発ではどうなっているのか、全面宅地化も考えられるのか

どうかです。 

都市計画課長   通常と言いますか、一般的な開発のことを指しているのかと思いますが、そ

れは事業者のやり方でございます。例えば、全面的に戸建て住宅を建てて、樹

林を切って開発行為に持ち込みたいというケースはございます。私どももそう

いう開発、特にミニ開発でそういうケースが非常に多いわけでございますが、

そういうことでは困るということで、事業者と話を始めたのがそもそものとこ

ろでございます。 

委  員     一般の開発では緑をどの程度残しているのか。今回の計画では、緑の保全や

道路の基盤整備を考えているようですが、どの程度の割合なのか。また、一般

の開発に比べてどうなのかです。 

都市計画課長   一般と言ってもいろいろございますが、普通の開発行為の場合は、都市計画

法に基づいて、３％の緑地を出していただくのと、それから、東京都に「自然

の保護と回復に関する条例」がございまして、既に緑があるところで開発する

時には、３％をそれに加えるということで、計６％というのが一般的な開発の

場合の数字でございます。ですから、６％を緑地として確保するのが通常では

ないのかなと考えております。 

委  員     わかりました。今回の開発は、そういう点では非常に配慮されていると、私

は考えております。 

 また、具体的にはどのように保全されるのか、どのように区が担保される

のかということをお尋ねします。 

都市計画課長   今、考えておりますのは、先ほどご説明いたしました、「三井の森」、西側に

あります、雑木林でございますが、これにつきましては、地区計画施設にする

位置づけをして、出来れば区立の緑地に持っていきたいと考えてございます。

ですから、権原そのもの、土地の所有権そのものを区が所有するような形で、

事業者の方と詰めているところでございます。 

 それから、みどりといたしましては、南側のところが神田川に向かって崖

になっており、台地から崖線になっているわけですが、その部分についても、

緑としてそのまま残すということで、これも区の緑地もしくは区立公園のよう

な形で担保出来ればということで、事業者と今、詰めております。先ほどお話

ししましたように、概ね事業者としても、その辺は了解をしているということ 
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でございます。 

 あと、周辺にケヤキの並木がございます。それから、他の樹木もございま

すが、そういった、今、あそこにある樹木につきましては、基本的に全部残し

てほしいというのが私どもの考え方です。それらについても、例え敷地の中で

あっても、敷地の中と言うのは、民有地の中に残ったとしても、それは今後も

ちゃんと管理して欲しいということで、今、事業者と鋭意詰めているところで

ございます。ですから、それぞれ緑を単に残す、残すためには管理も必要でご

ざいますから、その辺も含めて協議をしているところでございます。 

委  員     今の話を伺いまして、区も非常に努力しているのだということは十分に考え

られます。この緑地がこういう形で残される。また、この大規模開発になった

敷地の中を住民が自由に通行できるのかどうか。それとも、ある程度、制限さ

れるのかということが私は外部として非常に心配なのです。その点はいかがで

すか。 

都市計画課長   先ほどご説明しましたように、区画整理を施行し、適正な間隔で道路を設け、

通路を設けるというお話をいたしましたが、公道にするところ、敷地内通路に

するところとございますが、どちらにいたしましても、その通路、もしくは道

路は、誰もが通行出来るような形にして欲しいということで、事業者も区の意

向を受けて、そういう方向で今、考えております。 

 例えば、ちょうどグランドの中央に桜並木が現存しておりますが、その並

木はずっと残して、その両側をプロムナードとし、敷地内の通路ではございま

すが、誰でも散策出来るような形を取ろうということで計画を進めているとこ

ろでございます。 

委  員     是非、その点は慎重にやっていただきたいと思っているのです。他のところ

で、団地の中は通行出来ないということが出来上がってから決まったことも

あったものですから、そこのところは少し心配いたしました。 

 また、緑を残すための計画地である、北側地区の用途を変更するようです

が、周辺地域に対する日照や景観の点ではどうでしょうか。 

都市計画課長   前段のお話で、敷地内通路をどうやって担保するかということですが、地区

計画施設として位置づけをきちっとして担保していきたいと。要は通路として

造っても、後で都合により、通路を閉じてしまったケースが良くあるので、そ

のようなことの無いように、都市計画の中の地区計画で、それはきちっと担保

していきたいと思っています。 
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 それから、今、お話の北側部分でございますが、やはり日照の問題とか、

さまざまな部分で一番、影響が出てくるだろうと考えてございますので、特に

壁面線の後退とか、日影、日影がどこまでどのようになるのかを、具体的に地

域の方々にご説明をして、ご納得をいただいた上で計画を進めるように、事業

者へは話しておりますし、現に事業者の方も、地域の皆様に、具体的にどこの

部分にどのような高さで建つのかということを、現地で地縄を張って、地縄と

いうのは地面に絵を書いて、このあたりに建物が建ちますよということの説明

を、この間の日曜日にしたと聞いてございます。十分なご理解をいただいた上

で進めて欲しいということをお話ししておりますし、なるべく影響が無いよう

にやるのが基本であろうと私どもは考えてございます。 

委  員     お話を伺ってよくわかりました。この計画を進める以上は、杉並区として誇

れる、素晴らしい住宅地として整備することを望みまして、私からの質問を終

わります。 

委  員     今まで杉並区というのは、興銀のグランドや桃井の日産にしろ、国や都の補

助金を使って買ってきたわけですが、それを使ってしまったことにより、今後、

そういった国や都の補助金の枠が使えないのか、今後、例えば、ＮＨＫとか印

刷局のグランドとか、まだかなり残っている部分がありますので、今後、一切

無理なのか、まず教えてください。 

都市計画課長   それはその時の状況によって異なると思いますが、今、田代委員の方からも

お話がありましたように、興銀をやっと開園に結びつけたと。現在、担保して

いるところが荻窪のもう少し西になりますが、桃井三丁目、昔の日産自動車の

工場跡地でございます。これも都市計画審議会で公園の計画の決定をいただい

たところでございますが、これは昔の住宅公団、今の都市再生機構が用地を取

得して、公園用地として担保してございます。 

 それを杉並区としては、また取得しなくてはいけないというものが待って

ございますから、なかなかいっぺんに出来ませんが、順を追ってやっていると

いうのが実態でございます。それが終われば、また次のところを考えていくと

いうような、計画的に区内の公園緑地を、特にそういう防災面からも含めて考

えていかなくてはいけないと思っております。 

委  員     近いうちにＮＨＫや印刷局とか、他のところも宅地にしたいという話があっ

て、周りの住民の方が公園として買い上げて欲しいという要望があった場合、

今の課長のお話だと、ほぼ、もう無理であると。今回の三井グランドと同様に、 
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宅地化するしかないという状況なのか教えてください。 

都市計画課長   今、お話のＮＨＫのところはちょっと様相が違いまして、都市計画公園が既

に都市計画上、決定されてございます。ですから、都市計画公園の制限の中で

やらなくてはいけないということがひとつにございますが、あそこにつきまし

ては、高井戸公園という都市計画名になってございます。面積にして約

１８ha ですね。この規模になりますと、東京都の施行範囲と言うことで、東

京都がその辺の手を打たなくてはいけないのかと考えてございますし、私ども

とすれば、もし、そういう動きがあるならば、東京都の方に対応していただき

たいと。何とかして、ああいう部分についても確保して欲しいと思ってござい

ます。 

委  員     それではもう１点だけ。この浜田山に住んでいる方々というのは、低層をす

ごく気に入られている方が多いですよね。東京都内でも有数の低層地区です。

三井さんはこの森を渡すかわりに、その分、中高層にしてくれというお考えで、

これは三井さんとのお話の中で、もし、中高層にしなければ、三井さんはこの

森の部分も低層の宅地にしてしまうのか、それとも、その辺の話は一切してい

ないのか教えてください。 

都市計画課長   森については何とか保存したいという思いは、事業者としても持っていたよ

うでございます。ただ、やはり先ほど申しましたように、事業者の立場からす

れば採算等もあるということで、私どもとすれば、もちろん、低いもので全部

整理してもらえれば一番ありがたいと思っておりますが、なかなか難しい部分

もありますから、その範囲の中で森の部分を積み増ししたという考え方でござ

います。 

委  員     それで、万が一、中高層にした場合、谷間に挟まれてしまう土地の方が何人

かいらっしゃるのです。駅周辺の容積率が２００～３００％で、もし、三井の

ところを１５０％にすると、その間の浜田山二丁目１５、１６、１７、３２あ

たりは１００％のままです。その谷間の部分に対しては、何かお考えがあるの

か教えてください。 

都市計画課長   この地域の方々が、自分たちのところも、例えば連担した形で用途地域を見

直してほしいというお話があれば、私どもは十分お話していきたいと思います

し、今、用途を変えるというのは、基本的には地区計画がベースになりますか

から、ここでそういう考え方を取り入れて、ご自分たちの町を自分たちでどう

していこうかというようなことがあれば、区はきちっと対応させていただきた 
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いと思っております。 

委  員     時間の関係もあるようなので、端的に聞きます。 

 今の委員の関連ですが、緑についての三井側の意向ですね。私の理解では、

西側の緑地にも住宅を建てたいという計画を区に持ってきたが、区はあそこを

残してほしいと。そのかわりボーナスを差し上げます、という感覚だったので

すが、どうも三井はそうではないみたいで、私はますます、今度の区の地区計

画の骨子がわからなくなってきているし、今日、用途地域を変えるといい、ま

さか数値まで出されるとは思っていなかったのですが、委員もおっしゃったよ

うに、これは慎重にやっていただきたいという意見を冒頭に申し上げておきま

す。 

 それから、配られた資料で「整備手法の方針」というところがあって、「今

後のスケジュール」が８にありますが、住民への対応、事業者及び関係機関と

の協議が順調に移行した場合、年内にということですよね。私はこの文字づら

をあげつらうわけではないのですが、事業者等とは「協議」、「協議」と言うの

は、額を寄せ合って相談をするということですが、住民へは「対応」となって

いるところが木梨委員も言ったように、何となく、うまくさばいて進めようと

しているような意図が見られるのではないかと思うのですが、そのあたりはど

うですか。 

都市計画課長   地域住民の方々に、どのような影響が出るのかということが、やはり、私ど

もは一番のポイントだと考えてございますから、そういう影響をなるべく少な

くする。地域住民の方々へきちっとした対応をしなくてはいけない、ここでは

そういう意味で言っているつもりでございます。 

委  員     先ほどの説明で、まちづくり基本方針に基づいて進めてきたと。これは先ほ

どあったのですが、まちづくり基本方針では、区民、事業者、行政と三位一体

で協議をして進めていくと。しかも、計画段階からの住民の参画を基本として

進めていくとあります。今までの進め方をみると、この区民の参画というとこ

ろがすっぽり抜け落ちているのではないかと私は思うのですが、どうなんで

しょうか。今後、このまちづくり基本方針に基づいて、しっかり区民とも協議

して進めていくということを、本当に確約出来ますか。 

都市計画課長   やはり、ここでお考えいただきたいのは、この土地そのものが企業者、ここ

で言う事業者の土地であるわけです。それに対して、私どもがどこまで物を

言っていくかというところで、かなりシビアな協議を今までしてきたところで 
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ございます。確かに所有権があるわけですから、その所有権に基づいて、事

業者が事業をしていくのは、ひとつの権利ではあります。ただ、周辺に対し

て悪い影響があったり、今ある緑をどんどん切られてしまったりということ

があってはいけないので、その辺は行政として、事業者イコール所有者に

なってございますが、そういうところを事前に十分、話をしてきたところで

ございます。 

 そういう意味からしますと、周辺に対する影響も含めて、十分な配慮をし

てほしいし、しなくてはいけないと思っています。地域住民とも事業者と一緒

にきちっとした対応をしてほしいと思っております。私どもも、先ほど説明し

たと言うのは、通常ですと、事業者自らが開発していくわけですから、事業者

が説明するのは当然でございますが、行政としても計画規模が大きい、それか

ら周辺への影響が大きいだろうということで、その辺をご説明させていただい

たわけでございます。 

委  員     断っておきますが、この計画は３つの特徴があると思うのです。 

 ひとつは、歴史的にもずっと地域に馴染んできて、そういった利害がいっ

ぱいあった、非常に大きな開発であること。２点目は、やはり、広域避難場所

になって、周辺住民の命という問題もあるわけです。 

 ３点目は、先ほどの質問もあったように、現行の用途地域で建築確認をど

うぞ出してください、これとは違うのです。背景には確かに三井から区にいろ

いろな要請もあって、いろいろな協議もされたでしょうが、今度出てくるのは、

区が独自に地区計画として緩和を出してきたわけです。だから、そういった面

では、ただ単に個人の持ち物であるということで、そういった住民との協働や

協議を省略するような今回の計画と言うのは、そんな性格のものではないと思

うのです。 

 先ほど、綱を引いてもう説明が始まっているとか、木梨委員が現行でどの

くらい床面積がとれるのかと言っても、あまりはっきりした回答も無いのです

が、三井からいただいたものを見ると、もうべったりですよ。だから、次回で

結構ですが、この数値も示していただきたいと思います。 

 それから、資料であと２点お願いしておきたいのは、三井側は持っている

ようですが、実際に人が入って、マンションとしての機能が開始された後、ど

のくらいの交通量がこの交差点であるのか、これもぜひ調べていただきたいし、

それから高井戸中学校や小学校への児童・生徒、これらの増加も、次回に資料 
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でお示しいただきたいと思います。 

 それと、防災課長がお見えになっていると思うのですが、最近、いわゆる

首都圏直下型地震の震災被害想定が出され、これにより、杉並区の地域防災計

画も、当然、見直さざるを得ないと思うのですが、そのあたりはいかがですか。 

防災課長     この件につきましては、先日来、申し上げておりますが、国のほうでは、各

自治体レベルでのデータを落としきれていないというのが現状でございます。

特に火災についての数字が非常に大きな形で出されておりまして、その辺は東

京都もデータについての精査をしていきたいと考えております。したがって、

今、直ちに反映という形にはなりにくい状況にあるというのが事実でございま

す。ただ、私どももかねてより気にしていたところでございますが、高円寺、

阿佐ヶ谷地区等々については、従来、強化対策地域に考えておりましたが、当

然、考えていくような方向になろうかと思っております。 

委  員     この被害想定の報告を見ると、杉並、中野、世田谷、大田とか、こういうと

ころは特に火事が多発するだろうと。その意味でも広域避難場所がやはり、大

事になってくると思うし、いわゆる、東京都の１人当たり１㎡以上あればいい

と言う、これは東京都が広域避難場所を決めるわけですが、これも当然変わっ

てくると思うのです。このあたりの都の動きはつかんでおりますか。 

 それと、時間が無いので併せて伺いますが、先ほど言ったように、べった

りという感じで住宅が建つと、三井側のこの避難場所は、どこをどのくらい確

保しているのかという数値はありますか。この２点についてです。 

都市計画課長  都の動きというお話でございますが、都は広域避難場所について、５年毎に見

直しをしてございます。平成１９年が次の見直しでございますが、そこへ向け

て、今、見直しを行っているところでございます。では、事業者とどのような

打ち合わせをしているかということでございますが、今、そこの担当とどうい

う形にすればいいかということを、事業者とかなり詳しく詰めていると聞いて

ございます。 

 それから、この場所の避難でございますが、現在、広域避難場所に指定さ

れてございます。計画人口が３万６,６００人という人口がここに……。 

委  員     それはいいのです。今度の計画が仮にやられた場合、三井側でどのくらい確

保出来るのですか。それだけでいいのです。 

都市計画課長   今、それを詰めているところでございまして、まだ詳しい数字については聞

いてございません。 
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委  員     時間も無いので、今の点についてですが、三井側のこの資料を見ると、北側

はとにかく中層住宅でやって、中に若干、空地があり、南側は戸建てになって

いる。東京都に聞いたら、戸建てのところはとにかく対象にせず、この中層住

宅の中を避難面積にすると。しかし、この中層住宅と言うのは、その入り口の

開いたところから火が結構入ってきて、囲まれていればそれが空に上がって危

険だということがあるのです。そうすると、区も三井部分の広域避難場所がど

こになるかは、まだつかんでいないということですね。そういうことも含めて、

本当にこの計画が民主的な手だてを尽くして進めていかなければならないと

思っているわけですが、それはいかがですか。 

都市計画課長   只今、都と調整中と聞いてございます。三井とすれば、可能な限り対応して

いきたいと考えてございますが、今、お話があったように、戸建て住宅のとこ

ろではなかなか難しいだろうと。そうでない部分にどれだけ避難機能が保てる

かというようなことを、今、調整していると聞いてございます。 

委  員     質疑の中でも、不明確な問題が多すぎると思うし、いわゆる避難場所の考え

方も変わってこざるを得ないと私は思うのです。そういうことも含め、多方面

から検討を加え、現在３０％が５０％になるとか出されたのですが、これも含

めて住民と協議し、本当にそれでいいのかどうか、是非、努力していただきた

いということを申し添えておきます。 

委  員     委員からだいぶお話が出ていますが、まず、柏の宮公園との避難に関する連

携と言うのが、今回の計画になっているのですが、どのような形になっている

のでしょうか。 

都市計画課長   柏の宮公園と今の三井のところ、それから中学校、今、新日鉄のマンション

が建つ、あの辺を含めて広域避難場所として指定されているわけでございます。

状況が変わりつつありますから、そういうことを含めて、今、東京都と整理を

しておりますが、興銀グランドの後、柏の宮公園として整理出来たわけでござ

いますから、柏の宮公園との連携が重要になってくると。 

 ですから、例えば柏の宮公園にすぐに行けるような、連動がとれるような

通路をしっかり確保するとか、先ほどお話ししました、敷地内の桜並木に遊歩

道をしっかり造る。そういうところを柏の宮公園と結びつくようにとか、そう

いうみどりのネットワークを含めて今、考えているところでございます。 

委  員     あと、このグランドは唯一、ヘリポートとして大型のヘリが降りられるとこ

ろになっていたと思うのですが、これが出来なくなることによる弊害、区とし 
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ての計画はどんなものがあるのでしょうか。 

防災課長     現在、ヘリの着陸予定地というものはご指摘の三井を含めて６カ所ございま

す。事実上、このグランドが閉鎖されることになりますと、大型そのものが危

ういということは十分考えられます。今、自衛隊等とも実際はどうなのかとい

うことを検討しているところでございます。 

委  員     これからも住民との話し合いを進めていくというお話ですが、今まで出た話

の中の集約をしているところで、それを回答する場面が出てくることを期待し

ているのですが、今後、住民への説明はどんな計画になっているでしょうか。 

都市計画課長   先ほど、まちづくり推進課長からお答えいたしましたように、いろいろなお

手紙やメール等をいただいておりますが、それは個々に対応してまいりたいと

思います。また、都市計画の手続きとして、案が出来た際に、住民の方々から

お話を聞かなくてはいけない手続きがございますから、そのようなことを考え

てございます。 

委  員     ありがとうございます。事業者の土地ということで、進めるのが大変難しい

のだなというのは実感しています。是非とも住民の声をしっかり聞いて進めて

いくこと、本当に丁寧に進めていただきたいと思いますので、よろしくお願い

します。 

委  員     皆さんからもう、だいぶ出ておりますので、１点だけお伺いします。 

 住民の方々からいろいろお聞きした中で、区の方々が三井の方々と、すご

く苦労して協議を進めていらっしゃるということを私は職員のほうから聞いて

いるのですが、その経緯とか、どのようなことを話されているのかというのが、

住民の方たちにあまり伝わっていないのです。住民の方たちも、別にけんかを

したいと思っているわけではないので、もう少し説明会や話し合い、それから

ご返答等でそれを伝えてさし上げていただきたいと思います。これは私からの

要望です。 

 それともうひとつ、ここは広域避難場所であったこともありますし、先ほ

ど課長がおっしゃいましたけれど、この「三井の森」が、いずれ区のほうに移

管されるようにということもおっしゃっていましたし、地区計画の緩和という

こともありますから、こういったところはまちづくり条例に基づいて、まちづ

くり協議会をつくるということはないのでしょうか。まちづくり専門部会の場

で審議するとか、そういうことをするのではないかと私は思うのですが、この

点はいかがでしょうか。 
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都市計画課長   まちづくりについては基本的に、ご自分たちがお住まいになっているところ

について考えるというのがベースでございます。今、計画されているところは、

先ほど言ったように、三井不動産という事業者が所有しているところでござい

ます。その土地に対して、皆さんでいろいろ協議するという形は、この条例上、

出来ないことになっております。この条例では、自分たちの町を自分たちで、

そこに住んでいる人たちが自分たちの町をどうしていこうかというのが基本に

なっていると理解してございます。 

委  員     そうしますと、三井不動産がそれをやらないと出来ないということになるの

でしょうか。そうなりますと、やはり、その周辺の住民の存在というか、今、

いろいろご意見が出ていますので、全く、皆さんが諸手を挙げて賛成されてい

るような状況でしたら、それでも別に構わないと思うのですが、現在、阿佐ヶ

谷住宅等でも、条例に基づいたまちづくり協議会ではないとおっしゃっている。

実際、そういったことが成されているわけですから、私はここに関しても、一

応、そういった考え方をしてみるべきではないかと思うのです。 

都市計画課長   まちづくり協議会の要件が、まちづくり条例の第１４条にございますが、

「区長は、地域におけるまちづくりを目的とする組織で、当該地域において居

住する者、事業を営む者及び土地又は建築物等に関し権利を有する者で構成さ

れ、」ということでございますので、そういう点からいいますと、事業者が周

りの方々を含めてやろうということになれば別ですが、今の状況ではなかなか

難しいのではないかと思ってございます。 

委  員     今、いろいろ誤解を生んでいるようなので、論点を整理したいと思っていま

す。今、地区計画の話が出ておりますが、地区計画は１人でもやれることが出

来る、１人地区計画という制度もあって、三井不動産が地区計画を申請するこ

とも出来るわけですが、今のところ、区が地区計画をかけるという主たる主導

者になっていらっしゃると思うのですが、その理由です。法律上、許されてい

て、手続き上もまちづくり条例で許されているのに、１人地区計画でなく、区

のほうで地区計画をかけようとされている理由を伺いたいと思います。 

 区の説明会では、三井上高井戸グランド周辺まちづくりという形で、「周

辺」ということで説明していますが、１人地区計画ではないとしたら、周辺と

の関連性を持たせ、事業の効果を高めるという意味で、区が地区計画を意図さ

れるというのは理解できるのですが、事業者の区域に限った場合にかける地区

計画でありながら、なぜ区がかけるという、この理由を整理していただきたい 
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と思います。 

都市計画課長   確かに委員がおっしゃるように、１人地区計画を発議してやるということは

出来ると思いますが、区がこれだけ係わってやるという、大きな理由のひとつ

には、やはり、あれだけの大きな規模があるということです。あの部分がまち

づくりの中でも、みどりの拠点という位置づけをしてまいりましたので、区が

ある程度係わらないと、なかなか、そういう形にならないだろうという理解か

ら、そういう形を取ったわけでございます。 

 説明会の時には、「周辺」という言葉を使ったというお話でございますが、

私どもも、出来れば事業者が周辺の方々と一緒になってやっていただくのが、

一番望ましいという思いは当然、ございました。しかしながら、事業者は事業

者としての考えがあり、その状況等を含めて、やはり、事業者だけでとりあえ

ずはいきたいというお話がございましたので、それは私どもが強制するべきも

のでもございませんから、今のような形になったということでございます。 

委  員     それからもうひとつ、今、考えられている地区計画の種類ですが、もともと

広域避難場所でもありますから、防災街区地区計画とか、そういったものを考

えておられるのか、あるいは開発促進型の地区計画なのか、それとも通常の形

態規制だけの地区計画なのか、その辺の地区計画の種類をどのように考えられ

ているか。例えば、戸建ての住宅地がありますので、その部分に防災上の機能

を残すとしたら、建物に構造制限をかける必要があるので、その辺も含めてイ

メージを整理していただきたいと思うのですが。 

都市計画課長   今は一般の地区計画でいきたいと思っております。ただし、地区計画の中身

を今、整理しているところでございますから、次回の審議会には、その案をお

示し出来るのかなと思っております。そこでまた、いろいろご意見をいただい

て、整理をしていきたいと思っております。広域避難場所になっているという

指定もございますので、特に防災上の点は十分配慮していきたいと思ってござ

います。 

委  員     それから、先ほどの地区計画の内容の担保の仕方で、「地区施設」という言

葉が出ましたが、緑の部分にも、地区施設をかけられるのかどうかと、もうひ

とつ、高さ制限がかかっているのですが、地区計画の高さ制限は、総合設計に

は対抗できないのですが、世田谷区の青山学院の跡地の地区計画では、隣地か

らの距離によって建物の高さを制限するという、もうひとつ別の条例をかけて

いるのです。そういうことが考えられているのかどうか。同じ高さでも、隣地 
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とか周辺地域に近いものと、中央に寄っている場合とでは、周辺に与える影

響がだいぶ違うと思うので、その辺はどのようにお考えになっているのか伺

いたいと思います。 

都市計画課長   今、その辺が先ほどお話ししました、特に周辺への日照の問題とかがござい

まして、周辺の方々にしてみると、高さ２０ｍと言っても、それがすぐそばに

建つと、環境上、いろいろ問題があるのだと。ですから、周辺部だけでも、

もっと低くして欲しいというご要望もございますので、その辺も含め、今、事

業者と調整をしているところでございます。でき得れば、一定の歯止めをき

ちっとかけたいと思ってございます。 

 みどりの方につきましては、地区計画施設にするわけでございますが、そ

れをもっと担保性の高いものにするために、都市計画施設、例えば都市公園

ですとか、都市緑地にしたいと。平たく言えば区立の緑地や、区立の公園に

したいと考えてございます。 

委  員     今まで不安とか課題とかがたくさん出されていたように思いますので、私と

しては、また別の視点で、今日、ご欠席の委員の先生方の代わりにはなりませ

んが、みどりとか文化とかということに対して、もう少しきちんと考えておい

たほうがいいのではないかという気がしました。 

 と、言いますのは、ここはみどりを非常に重視するということをうたって

いるわけですが、みどりという概念が、今、出されているのは、いわゆる「三

井の森」という雑木林ですが、これは見るからに明らかに緑はあるわけです。

人の背より高い木があれば、大体、緑と感じるわけです。ところが、あそこの

主要部分を占めているグランドというのは、これもよく手入れされた芝生で、

そこにクラブハウスが建っております。恐らく、あれも建築的にはモダニズム

建築として、価値があるものだと思います。 

 建築単体を残すだけだったら、移築することで済むのではないかと考えら

れるのですが、あれは実はその周辺の全景になる広大な芝生と一体で成り立っ

ている建物なのです。つまり、景観としてその建物単体ではなく、一体の空間

として、大変、文化財的な価値があるのではないかと考えられます。ただ、こ

れは歴史家の調査をきちんとやっていかないといけない問題だと思いますが。 

 そういうことを考えた時に、雑木林というのも、非常に人間の手がかかる。

本来、全くの自然林ではなく、人間と共存して生きるための緑なわけです。芝

生も人の手がかかるもの。人の手がかかって、それを維持管理していくもの。 
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それから、周辺のケヤキもまさにそうだと思います。近代において、あそこ

の地域を、ひとつの豊かなグランドを中心にした財閥系の空間計画としてつく

り上げてきたという、近代の歴史の記憶があそこにはあると思うのです。そう

いうようなことを大事にした時、緑とは一体、何なのかということを考えます

と、安易に雑木林だけを残して、そこを守り、あとは無視してしまうというよ

うな、その判断は、もう少し考え方のレベルで考えておいたほうがいいのでは

ないかと思います。 

 もし、お答えできればお願いしたいのですが、「三井の森」という、あそこ

の雑木林を残すという判断に至った経緯、他に残すべきプロットが幾つかある

と思うのですが、その辺の価値観をどのように決めていったのかということが、

簡単にもしご説明出来れば教えていただきたいと思います。 

都市計画課長   しっかりお答え出来るかどうかわかりませんが、今、お話があった、例えば

クラブハウスについても、それなりのものであるということは、私どもも、き

ちんと認識してございます。ただし、事業者といたしますと、あのグランド部

分を活用して住宅計画をしたいということでございますから、あれをそのまま

残すのは無理だというのが、事業者の基本的なスタンスでございます。 

 その中で、西側のあの雑木林については、かなり昔から地域の方々の保存

運動が実際ありましたし、あそこに対して、過去にもいろいろな計画がありま

したが、ああいう形で残ってきたという強い思いがございます。ですから、そ

ういうことも含めて事業者と話し合いをし、事業者の意向も多分にありますが、

私どもとすれば、ああいう雑木林は地域のシンボルでもあるのだと。かつては

ああいう雑木林はあの辺の付近の至るところにあったと思いますが、正直言っ

て、あの雑木林はきちっとした管理がされている状態ではございません。今後、

雑木林としての管理もきちっとしていかなくてはならないと思っております。 

 クラブハウスにつきましては、確かに委員がおっしゃるように、あの景観

とマッチしたもので、非常に優れたものだと思っております。そういうものも

きちっと記録保存出来るような形で、今、事業者に話をしているところでござ

います。ただ、どういうプライオリティーで、どのようにしたのかというのは、

なかなか難しい部分があると思ってございます。 

委  員     ありがとうございます。ですから、緑ということを大事にと、杉並区ではう

たっているわけですから、その辺の考え方をきちんとするのと、なるべく多く

のいろんな意見を持った方々との合意形成という形でプロセスを重視していた 
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だくといいのかなと思います。 

会  長     他にはどうでしょうか。 

委  員     私も自宅が浜田山にありますし、ここに隣接する高井戸中学校の卒業生でも

ありますから、一言、言わせていただきたいと思います。 

 各委員からそれぞれ出ていましたが、冒頭に、私が今日ここに来て区の報

告を受けた率直な感想をまず述べさせていただきたいと思います。答弁自体が

事業者の答弁を聞いているような錯覚に陥るというか、どうしても事業主の三

井側の立場での話であるのかなと、受けざるを得ないと感じたことをまず先に

述べさせていただきたいと思います。 

 私は、この間、各委員からずっと出ていました、広域避難場所の関係であ

りますとか、ここに７００戸の住宅が出来た時に、その避難場所、もうひとつ

は学校、周りの道路、それから浜田山の駅ですね。おのずと２,０００人とい

う人数は増えていくのだろうと思いますが、そこへ暮らしていて、どうしても

周りの道路の関係だとか交通量、または学校の関係を心配しているところなの

です。 

 そういう部分の回答が、今の回答の中では得られず、建築計画部分の数字

ばかりが先に出てきてしまっているのではないかと素直に思いましたので、是

非とも先ほどもありましたとおり、そこの人数がどのぐらい増えていくのか、

道路の交通量、渋滞の関係はどうなるのかという部分を早急に出していただき、

わかるようにしていただきたいと思います。 

会  長     他にはどうですか。まだ報告案件があと６件ありますけれども。 

委  員     ２、３点伺います。私は、この都市計画道路補助２１５号線というのが、ど

こからどこまでを通る道路なのかということと、完成予定がいつぐらいになる

のかということを伺いたいと思います。 

都市計画課長   中野区境のところから、杉並をずっと縦断しまして、世田谷区のほうに入っ

ていく通りでございます。 

委  員     杉並のどこら辺を通るのでしょうか。 

都市計画課長   一番北でございますが、井草一丁目のあたりでございまして、ちょうど中野

と杉並の区境のところがこの計画線になってございます。それからずっと南下

してまいりまして、中央線を越えて……。 

委  員     中央線はどこら辺で越えるのですか。 

都市計画課長   中央線は荻窪と阿佐ヶ谷のちょうど中央ぐらいでございます。それを越えま 
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して、中央図書館の脇を通って南下し、荻窪団地の脇を通ります。それから

善福寺川緑地と重なっている部分がございまして、五日市街道にぶつかり、

それをもっと南下いたしまして、今度は井の頭線にぶつかります。今の三井

グランドの中央を縦断し、塚山公園の脇を通って甲州街道へぶつかっていく

という通りでございます。ただ、今の段階では計画路線でございまして、一

部、事業化予定のところはございますが、具体的に事業を始めているところ

はまだございません。 

委  員     では、いつ完成するかは全くわからないということですね。 

都市計画課長   今の段階では未定でございます。 

委  員     あと、先ほどこれが大きな工事になるだろうと。非常に長い期間がかかるだ

ろうというお話がありまして、資料の７番の周知方法のところで、「近隣（本

計画地から５０ｍの範囲）」とありますが、これはどうでしょうか。５０ｍと

いうのが広いか狭いかの判断は分かれるところですが、これももうちょっと広

い地域に周知したほうがいいのではないかということが考えられるのですが、

この点はいかがでしょうか。 

都市計画課長   これは区の説明会のチラシ配布の範囲でございまして、全体に対しては「広

報すぎなみ」で、区民全体にお知らせしたところでございます。本当に近隣の

お近くの方々、５０ｍの範囲に念のためチラシをお配りしたということです。 

委  員     それで十分だとお思いだったのですか。 

都市計画課長   これはなかなか難しいところでございまして、もう少し広げたほうがいいの

か、その辺はまた検討していきたいと思います。 

委  員     それから、この地域でいよいよ工事が始まってくると、遺跡が出てくるので

はないかという気がするのです。出てきた時には、出てきた時だというお考え

でしょうが、その点も十分にお考えになって、三井とお話をしていただきたい

と思います。以上でございます。 

委  員     追加質問で申しわけないのですが、質問というより、今、お答えいただかな

くてもいいのですが、次回までに、この地区の１人当たりの公園面積が以前は

何㎡で、事業後は何㎡になるか、それが杉並区全体の地区整備の中で、何番目

ぐらいになるとか、全体の平均ではどういう関係になるのか、１人当たりの公

園面積を出していただきたいと思います。 

会  長     では、だいぶ時間がかかったのですが、この報告についてはこのくらいにし

ます。皆さんの意見を参考にして、次にまた出てくると思いますから、強い期 
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待を持って、次の報告をお願いしたいと思います。 

 ではその次、「放射第５号線について」をお願いします。 

調整担当課長   それでは、私から放射第５号線にかかわる最近の動向について報告させてい

ただきます。 

 まず、お手元の資料の確認をさせていただきます。まず２ページの表紙が

ございます。その次に資料１から資料７までございます。 

 それでは、内容に入らせていただきます。前回の都市計画審議会、昨年の

１１月８日に放射第５号線の検討協議会の設置要綱と委員構成表について報告

させていただきました。その後、放射第５号線事業推進のための検討協議会が

３回開催されております。それについて説明させていただきます。 

 まず、第１回目でございますが、昨年の１１月１１日、杉並区役所で行わ

れました。資料１をご覧いただきたいと思います。主な内容は委員紹介、全体

で３１名の方が委員になっております。会長につきましては、東京農工大学教

授の亀山章先生です。先生は農学部で景観生態学を専攻されていると聞いてお

ります。副会長としまして、埼玉大学助教授、久保田尚先生が、先生は都市交

通、地区交通計画を専攻されていると聞いております。もう１人、副会長がい

らっしゃいます。本都市計画審議会の委員でもあります、村上美奈子先生が第

３回協議会で副会長に就任されました。 

 表紙に移っていただきたいと思います。第１回の主な内容でございますが、

協議会設置要綱の説明、会長の選任と副会長の指名、協議会運営要領の説明と

質疑、都市計画変更と環境アセスメントの経緯説明、協議会のスケジュール案

についてと、主な内容は以上でございます。 

 ２番目として、本年１月２６日に第２回の協議会が、同じく杉並区役所で

ございました。第１回協議会の会議録の確認について、各委員からの提出議案

についてということでした。 

 次に第３回目でございますが、先月、３月２８日に行われました。場所は

同じく杉並区役所でございます。主な内容ですが、第２回協議会の会議録の確

認、各委員からの提出議案のまとめ、専門部会の設置についてということで、

資料２をご覧いただきたいと思います。 

 協議会の検討事項として、協議会の各委員から多くの事項が出ております。

道路に関する検討議案、緑地に関する検討議案、周辺まちづくりに関する検討

議案と３つの分野にまとめられました。 
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 次に資料３をご覧いただきたいと思います。この３つの分野に対応させる

形で、協議会の中に３つの専門部会が設けられました。まちづくり専門部会、

道路専門部会、緑地専門部会と、３つの専門部会が設けられたということでご

ざいます。 

 資料４をご覧いただきたいと思います。それぞれの専門部会の主な検討範

囲でございます。図面のとおり、道路については車道部分、環境施設帯部分、

緑地部会につきましては新たな緑地、遊歩道、環境施設帯の築堤の緑、周辺ま

ちづくり部会については周辺のまちの部分ということで、部会はさらに連携し

合うという方向でございます。 

 次に資料５をご覧いただきたいと思います。専門部会での検討項目につい

て具体的に説明させていただきます。まず、道路部会ですが、沿道土地利用を

考慮した環境施設帯及び道路の構造、南北の交通導線の工夫、横断歩道などの

交通安全、工事中の環境保全及び安全対策です。次に緑地部会でございますが、

既存の緑の活用策、遊歩道及び新たな緑地の構造、植栽内容です。最後ですが、

周辺まちづくり専門部会では、沿道の土地利用計画、玉川上水及び周辺地域の

環境、景観と調和したまちづくり、地域の道路整備のあり方、安全、安心のま

ちづくりということでございます。 

 表紙の１ページにまた戻っていただきたいと思います。３つの専門部会が

出来たということで、今後の進め方でございますが、それぞれの専門部会で、

内容を掘り下げた形で進んでいくと考えております。 

 次の２ページをご覧いただきたいと思います。今後のスケジュールでござ

います。専門部会につきましては、５月を目途に設置する、２番目ですが、放

射第５号線の事業スケジュールについて、現在、どのような状況になっている

のか、これは東京都の案でございますが、説明したいと思います。 

 資料６をご覧いただきたいと思います。このスケジュールの中で、現在、

測量の実施の段階に達しております。測量の実施ですが、また表紙に移ってい

ただきたいと思います。２ページ目の２を３に直していただきたいと思います。

測量の実施について、現況測量を昨年の平成１６年１０月から本年の３月に

行っております。 

 次に用地測量ですが、平成１６年１１月から平成１７年３月まで、放射第

５号線に関する測量範囲の２分の１で行われます。また、平成１７年４月、今

月から今年の１２月までは残りの２分の１を測量する予定となってございます。 
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 簡単ではございましたが、以上で放射第５号線にかかわる最近の動向につ

いて報告を終わらせていただきます。 

会  長     委員にご相談ですが、事務方は報告事項の資料を先に全部、説明して、それ 

から質疑をさせていただけないだろうかというのですが、そういう格好でよ

ろしゅうございますか。 

（異議なし） 

会  長     それでは引き続きお願いします。 

都市計画課長   では、続きまして、まちづくり専門部会についてご報告させていただきます。

お手元の資料をご覧いただきたいと思います。 

 まちづくり専門部会の活動報告でございますが、第１回が平成１５年７月

に行われました。まちづくり条例の勉強会と、まちづくり協議会の認定が行わ

れました。成田西３丁目町づくりの会でございます。それから、第２回目でご

ざいますが、平成１６年５月１７日、同様にまちづくり協議会の認定、これは

久我山まちづくりの会でございます。それから前年度にやりました、成田西３

丁目町づくりの会の認定をする際に附帯意見がございまして、その対応がどう

なっているのかということの説明を受けたわけでございます。それぞれの会に

つきましてはご覧いただければと思います。 

 それから、公募委員の募集でございますが、平成１５年６月に委嘱した公

募委員の任期が２年で満了となるため、審議に専門部会員を公募してございま

す。選考方法でございますが、「地域のまちづくり」をテーマに、２,０００字

程度の作文を書いていただいて、それによって選考するということで、既に４

月１１日号の広報に掲載しており、それにより周知をしてございます。 

 今後の予定でございますが、５月に第３回まちづくり専門部会をやって、

第１期のまちづくり専門部会を一応、閉じたいと思ってございます。その後、

新しいメンバーが選任され、また改めて会を起こしたいと考えてございます。 

 続きまして、生産緑地地区の動向についてのご報告でございます。買取り

申出に伴う行為制限の解除により、生産緑地の機能を失うこととなるため、平

成１７年度の都市計画生産緑地地区の変更（削除）を行う予定でございます。

３カ所ございまして、記載の井草、宮前、浜田山でございます。 

 お手元の資料の４枚目をごらんいただきますと、都市計画図を縮小したも

のがございまして、どこの位置にあるのか、黒丸で囲ってあるところが該当す

るエリアでございます。その前のページがその付近見取り図でございます。こ 
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れらにつきましては、主たる従事者の死亡というのが変更の理由でございま

す。現況は更地になっているところが２カ所、駐車場として使っているところ

が１カ所でございます。このような状況でございます。 

 私からは以上でございます。 

公園緑地課長   それでは、私から２件、報告させていただきます。 

 １つ目が、「『都市計画公園・緑地の整備方針』の策定について（経過報

告）」でございます。お手元にＡ４版２枚の資料を配付させていただいてござ

います。これに沿いまして報告させていただきます。 

 平成１６年９月６日の特別区助役会総会におきまして、東京都から協議提

案のあった「都市計画公園・緑地の整備方針」の共同策定について、これまで

の検討経過を報告いたします。 

 平成１６年９月７日、特別区助役会から特別区土木主管部長会に指示がご

ざいました。指示事項は、特別区土木主管部長会は、２３区の意見を取りまと

め、都との整備方針策定の協議に特別区側として臨むこと。もうひとつ、特別

区土木主管部長会は、都との協議の進行状況等について、適宜、助役会に報告

することでございました。 

 同年１０月２６日、特別区土木主管部長会から特別区建築主管部長会に、

「公園内の都市計画法第５３条の建築制限の緩和」について意見照会をしてご

ざいます。 

 年が明けまして、平成１７年２月８日、「都市計画公園・緑地の整備方針」

の策定に関する都区調整会議の開催を経まして、２月１５日、第１回の「都市

計画公園・緑地の整備方針」合同策定検討会議が開催されてございます。この

会議で、次回、合同策定会議に向けての方向性が確認されてございます。 

 都市計画公園・緑地の計画的な事業促進を目指し、都区市町村共同で整備

方針を策定する。中間のまとめは３月末の公表にこだわらず、議論を進める。

中間のまとめに公園・緑地の名称を出すか引き続き議論をする。中間のまとめ

（案）については、事前に寄せられた意見や本日の議論を踏まえ、修正を行い、

各検討会へ修正案を配布し、検討を行うということでございます。 

 また、２月２２日には、特別区建築主管部長会から、建築制限の緩和につ

いての回答がございました。資料１として、そのときの回答文をいただいてお

ります。 

 内容としましては、「記」以下の２点でございます。１点目は、「都市計画 
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法５３条の許可に関する公園内の建築制限の緩和」については、先行して決

定した都市計画道路内の建築制限の緩和と同様にすることが適切なものと考え

る。もう１点が、緩和の適用範囲をどのような公園に適用するかについては、

整備方針にかかる事項であり、土木担当主管部長会で判断することが適切とい

う内容になってございます。 

 資料１枚目の裏面をごらんいただきたいと思います。３月７日、特別区土

木主管部長会から特別区助役会に検討状況の報告がございました。そこで確認

された今後の方向性といたしまして、合同策定検討会議をしばしば開いて協議

を進め、スケジュール優先ではなく、中身優先で行うこと、重点化公園・緑地

の名称を出すことが優先ではなく、各区の事情があるので、十分時間をとって

進めることということが確認されてございます。 

 この件につきましては、昨年１１月８日開催の当審議会において報告させ

ていただきましたが、その際、整備方針中間のまとめの公表予定を、平成１７

年３月末と報告いたしましたが、現在、引き続き検討中ということでございま

す。 

 それからもう１点でございます。ご報告のカ、「（仮称）天沼三丁目公園に

ついて」で、資料はＡ４版１枚を配付させていただいてございます。 

 東京都市計画天沼公園、（仮称）天沼三丁目公園につきましては、昨年８月

２５日に開催されました、当審議会にてご審議していただきましたが、その後

の経過、今後の整備方針についてご報告させていただきます。 

 用地の所在地でございますが、杉並区天沼三丁目２３番、面積が約５,３００

㎡、坪にいたしまして、約１,６００坪でございます。位置図のほぼ中央の、

黒く塗ってございます部分が当該地でございます。 

 ８月２５日開催の都市計画審議会審議後の経過でございますが、９月１日、

都市計画公園の変更告示をいたしてございます。１１月１０日、東京都知事の

事業認可をいただきまして、１２月６日、土地の取得について区議会の議決を

いただきました。そして、１２月１５日、不動産売買契約の締結をいたしてご

ざいます。今後の予定でございますが、平成１７年度、基本設計、実施設計ま

でを進めます。平成１８年度に整備工事をいたしまして、現在の予定では平成

１９年３月の開園を予定してございます。 

 整備の基本的な方針でございますが、既存のみどりなどを活用しまして、

防災機能と池水の景観を兼ねた公園とするということでございます。 
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 私からは以上でございます。 

緑化担当課長   私から、緑化施策の動向についてご報告いたします。 

 区では、「みどりの基本計画」及び「みどりの条例」の改正に向けまして、

手続きを進めております。これは都市緑地法の改正や緑化施策の進捗に合わせ

るととともに、平成１４年度に実施した、みどりの実態調査の結果をふまえて

改定するものでございます。 

 まず、みどりの基本計画で、改定素案の基本的な考え方でございます。平

成１１年に都市緑地保全法の規定に基づき、策定した、「杉並区みどりの基本

計画」、これを関係法令やみどりの施策の進捗に合わせるとともに、最近のみ

どりの実態調査などを踏まえて、部分的な見直しを図ります。また、今後の緑

化施策の推進に向けまして、緑化重点地区の見直しを行います。 

 ２番、主な改定点でございますが、まず第１点、「みどりの現状と課題に関

すること」でございます。平成１４年度に実施しました、みどりの実態調査を

踏まえまして、みどりのデータを修正いたします。 

 ２点目、施策の内容に関することでございますが、「すぎなみ五つ星プラ

ン」や個別計画との整合を図るとともに、文言の整理を行います。 

 ３点目、緑化重点地区に関することでございます。現行のみどりの基本計

画では、３地区を緑化重点地区として指定しております。今回の改定では、そ

の指定を区全域に拡大し、都市緑地法に基づく緑化施設整備計画認定や、緑化

重点地区総合整備事業制度要綱などの効果的な制度を、どの地域でも活用でき

るようにいたします。 

 ４点目、緑被率の計画目標でございますが、この間の議会や環境清掃審議

会等のご意見を踏まえまして、緑被率につきましては目標を達成していること

から、新たな目標値を設定いたします。 

 ３番目、今後のスケジュールでございますが、４月下旬頃に区民意見手続

きを終了し、５月には計画を決定したいと考えております。 

 続きまして、裏面をご覧いただきたいと思います。みどりの条例に関する

ことでございます。１番、改正への考え方でございますが、みどりの条例は制

定以来３０年を経過しておりまして、みどりの基本計画に基づく緑化施策の動

向や、都市緑地保全法が都市緑地法として改正されるなど、社会状況の大きな

変化を踏まえまして、抜本的に見直します。 

 次に２番、みどりの条例見直し検討委員会から報告がございました。学識 



発言者 発 言 内 容 

経験者、区民等による検討委員会、これは本審議会の村上委員にもご参加い

ただいております。この検討委員会が昨年１０月から５回の検討会を開催いた

しまして、この４月１日に、新条例に規定する事項等について区長報告がござ

いました。 

 その内容でございますが、まず、みどりの定義を見直すとともに、（仮称）

区民のみどりの日の制定、（仮称）みどりの区民委員会の創設、みどりのベル

トづくり計画、みどりのリサイクル計画、環境教育の推進、樹木等の保護指定

制度の充実、緑化計画の届出の充実などが挙げられました。 

 なお、これらの提案は、「みどりは区民共有の財産」という考え方に立ちま

して、屋敷林など、私的なみどりを区民全体で支える仕組みづくりをまとめて

ございます。 

 また、緑化計画の届出に関連いたしまして、都市緑地法の緑化義務を伴う

緑化地域の導入について提案がございました。 

 今後のスケジュールでございます。４月下旬までに改正素案を作成し、５

月中に公表案を確定したいと考えております。６月には公表、区民意見の手続

きを行い、それを踏まえて８月中に条例案の確定、９月の第３回定例議会への

上程を考えております。 

 私からは以上でございます。 

会  長     どうもありがとうございました。 

 今のところまでの報告で、ご質問がございましたらどうぞ。 

 よろしいですか。 

 では、これについては特にご意見がなかったということにさせていただき

ます。 

 最後に事務局からの連絡をどうぞ。 

都市計画課長   次回の杉並区都市計画審議会の開催日程でございますが、議案等が未定でご

ざいます。５月下旬から６月上旬ぐらいに開催したいと考えてございますので、

開催日が決まりましたら、早めに皆様方にご連絡いたしますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

会  長     それでは、以上で本日予定の議事がすべて終了いたしましたので、これで第

１３２回杉並区都市計画審議会を閉会いたします。 

どうも長時間、ご苦労さまでございました。 

－－ 了 －－ 


